
 

白馬村ふるさと寄附を活用した協働のまちづくり推進補助金交付要綱 

平成30年10月16日 

告示第53号 

改正 令和３年３月19日告示第12号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住民との協働によるまちづくりを推進するため、公共的

又は公益的な団体等の活動に係る経費について、ふるさと白馬村を応援する

条例（平成20年白馬村条例第21号）に基づく寄附（以下「ふるさと寄附」と

いう。）を募り、「白馬村ふるさと寄附を活用した協働のまちづくり推進補

助金」（以下「補助金」という。）を交付することについて、白馬村補助金

等交付規則（昭和43年白馬村規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 地域資源 地域活性化の試みにおいて特徴・素材となる農林水産物、鉱

工業品及びその生産技術、観光資源等のことをいう。 

(2) 知的資産 特許やノウハウの知的財産に加え、人材、技術、組織力、人

的ネットワーク、ブランド等、企業の競争力の源泉となる目に見えない資

産のことをいう。 

(3) 返礼品 ふるさと寄附をした者に対して贈呈する物品・サービス等をい

う。 

（補助対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体等（以下「補助対象団体」という。）

は、次の各号の全てを満たすものとする。 

(1) 白馬村内に主たる事務所を有し、総会等により団体の活動について意思

決定を行っていること。 



 

(2) 法人格の有無にかかわらず、定款又は規約等を備えていること。 

(3) ５名以上の構成員で組織されていること。 

(4) おおむね１年以上の継続的な活動実績があること。 

(5) 営利を目的とせず、公共的又は公益的な活動を自主的に行っているこ

と。 

(6) 村との協働の実績を有すること。 

(7) 団体の活動に関する情報を広く開示していること。 

(8) 次に掲げる全てに該当すること。 

ア 公序良俗に反する活動をしていないこと 

イ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと 

ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

その構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構

成員でなくなった日から５年を経過しない者を構成員に含まないこと 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、村の施策と整合し、次の各号に掲げる全てを満たす事業とする。 

(1) 村内の地域資源や知的資産を活用した地域の課題解決に資する事業であ

ること。 

(2) 公共的又は公益的な事業であること。 

(3) 村内外の人々から広く共感を得られる事業であること。 

(4) 構成員のみを対象とする事業への経費でないこと。 

(5) 寄附金の額にかかわらず実施する事業であること。 

(6) 次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

ア 特定の政治・思想・宗教等の活動を目的とした事業 

イ 特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）第33条に規定する連

鎖販売取引に該当する事業 



 

ウ 法律等で活動内容が規定されている事業（介護保険事業等） 

エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第

122号）第２条に規定する風俗営業 

オ 公序良俗に問題のある事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業を実施するために必要な経費とする。ただし、事業認定の日ま

でに契約又は支出をした経費は補助事業の対象としない。 

２ 当該事業に対して他の補助金等を受けている場合は、その補助金等の対象

経費に相当する金額を控除した金額を補助対象経費とする。 

（団体の認定） 

第６条 ふるさと寄附における寄附金の指定先として認定を受けようとする団

体は、白馬村ふるさと寄附補助対象団体認定申請書（様式第１号）に、次の

書類を添えて村長に提出しなければならない。 

(1) 定款又は規約等 

(2) 前年度の事業報告書及び収支決算書 

(3) 当該年度の事業計画書及び収支予算書 

２ 村長は、前項の申請があったときは、白馬村ふるさと寄附補助対象団体認

定審査会を開催し、その審査結果に基づき、認定する団体（以下「認定団

体」という。）には、白馬村ふるさと寄附補助対象団体認定通知書（様式第

２号）により、不認定とする団体には、白馬村ふるさと寄附補助対象団体不

認定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

３ 審査会の組織、運営その他必要な事項は村長が別に定める。 

４ 村長は、認定団体に対して、必要と認められる条件を付すことができる。 

（認定の辞退） 

第７条 認定団体は、認定を辞退しようとするときは、あらかじめ白馬村ふる

さと寄附補助対象団体認定辞退届出書（様式第４号）により、その旨を村長



 

に届け出なければならない。 

（ふるさと寄附の募集） 

第８条 村長は、認定団体が実施する補助対象事業について、ホームページ等

に掲載し、ふるさと寄附を募るものとする。 

２ 認定団体を指定したふるさと寄附に対して、村は返礼品を送らないものと

する。ただし、当該認定団体からは、寄附金額の３割に相当する額を上限と

して、認定団体の活動に係る返礼品を送ることができる。 

（補助金の額） 

第９条 補助金の額は、当該認定団体を指定して寄附された金額の100分の91

に相当する額の範囲内で、村が必要な予算措置を行った額を上限とする。 

２ 団体を指定せずに寄せられたふるさと寄附については、村長が団体を指定

して寄附金額の100分の91に相当する額を前項の補助金額に上乗せすること

ができる。 

３ 寄附金の額が少額である等の理由で、複数年分を合わせて活用することが

効果的と認められる場合は、認定団体の希望により寄附があった年の翌３年

分まで、基金に積み立てておくことができる。 

４ 認定団体に交付する補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第10条 補助金の交付を受けようとする認定団体は、白馬村ふるさと寄附を活

用した協働のまちづくり推進補助金交付申請書（様式第５号。以下「交付申

請書」という。）を村長に提出しなければならない。 

２ 交付申請書は、ふるさと寄附の受付を開始した日の属する年度の翌年度以

降に提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第11条 村長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、内容を

審査の上、適当と認められるときは、白馬村ふるさと寄附を活用した協働の



 

まちづくり推進補助金交付決定通知書（様式第６号）により通知するものと

する。 

２ 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があ

ると認めるときは、条件を付すことができる。 

（事業の実施） 

第12条 補助対象事業の実施期間は、前条の規定による交付決定を受けた日か

ら、当該年度末までとする。 

（事業の変更） 

第13条 認定団体は、交付申請書の内容に変更が生じるときは、あらかじめ白

馬村ふるさと寄附を活用した協働のまちづくり推進補助金変更申請書（様式

第７号。以下「変更申請書」という。）を村長に提出しなければならない。 

（変更の承認） 

第14条 村長は、前条の規定により変更申請書の提出があったときは、その内

容を審査の上、変更内容が適当であると認めるときは、決定事項及び変更後

の交付金額を白馬村ふるさと寄附を活用した協働のまちづくり推進補助金変

更承認通知書（様式第８号）により、また適当でないと認めた時は、白馬村

ふるさと寄附を活用した協働のまちづくり推進補助金変更不承認通知書（様

式第９号）により、それぞれ通知するものとする。 

（実績報告） 

第15条 認定団体は、事業実施後速やかに、事業の成果を記載した白馬村ふる

さと寄附を活用した協働のまちづくり推進補助金実績報告書（様式第10号。

以下「実績報告書」という。）を村長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第16条 村長は、前条による実績報告書の提出があったときは、その内容を確

認の上、補助金の額を確定し、白馬村ふるさと寄附を活用した協働のまちづ

くり推進補助金確定通知書（様式第11号。以下「確定通知書」という。）に

より通知するものとする。 



 

（補助金の交付） 

第17条 補助金の交付を受けようとする認定団体は、白馬村ふるさと寄附を活

用した協働のまちづくり推進補助金交付請求書（様式第12号）を村長に提出

しなければならない。 

２ 認定団体は、第11条の規定による交付決定を受けた後、補助金の交付を概

算払で受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、白馬村ふるさと寄

附を活用した協働のまちづくり推進補助金概算払申請書（様式第13号）に次

の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。 

(1) 白馬村ふるさと寄附を活用した協働のまちづくり推進補助金概算払請求

書（様式第14号） 

(2) 契約書、請書、請求書、見積書等、支払先及び金額を証する書類 

(3) 概算払の対象となる経費及び事業の進捗状況を記載した書類 

(4) その他、必要と認められる書類 

３ 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、必

要と認めるときは、交付決定額の範囲内で概算払により交付することができ

る。 

（財産の管理及び処分） 

第18条 認定団体は、補助金により取得、又は効用の増加した設備等（以下

「設備等」という。）のうち、１台につき50万円以上のものを、補助金交付

後５年以内に補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、廃棄し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、白馬村ふるさ

と寄附を活用した協働のまちづくり推進補助金財産処分承認申請書（様式第

15号。以下「財産処分申請書」という。）を村長に提出しなければならな

い。 

２ 村長は、前項の規定により財産処分申請書の提出があったときは、その内

容を審査の上、財産処分が適当であると認めるときは、白馬村ふるさと寄附

を活用した協働のまちづくり推進補助金財産処分承認通知書（様式第16号）



 

により、また適当でないと認めたときは、白馬村ふるさと寄附を活用した協

働のまちづくり推進補助金財産処分不承認通知書（様式第17号）により、そ

れぞれ通知するものとする。 

３ 村長は、前項の承認をした認定団体に対し、当該承認にかかる財産を処分

したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当

する金額を村に納付させるものとする。 

４ 認定団体は、設備等について、事業完了後においても、善良な管理者の注

意をもって管理し、補助金の目的に従って、その効率的運用を図らなければ

ならない。 

（関係書類の整備） 

第19条 認定団体は、当該補助の収支に関する帳簿及び書類を整備し、補助事

業完了の日から起算して５年を経過した日の属する年度の３月31日まで保存

しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第20条 村長は、認定団体が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、補

助金の全部又は一部の交付の決定を取消すことができる。 

(1) 法令、本要綱に違反したとき 

(2) 虚偽の申請をしたとき 

(3) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、寄附金を交付することが適

当でないと判断されるとき 

２ 村長は、前項の規定により交付の決定を取消したときは、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還

を命ずるものとする。この場合、当該認定団体を指定して受け入れた寄附金

及び現に基金に積み立てている寄附金並びに返還された補助金については、

他の事業に振替ることができる。 

（報告及び調査） 

第21条 認定団体は、事業終了後１年以内に、事業の成果を白馬村ふるさと寄



 

附を活用した協働のまちづくり推進補助金成果報告書（様式第18号）により

村長に報告しなければならない。 

２ 村長は、必要があると認めるときは、認定団体に対して、補助金の使途に

ついて調査することができる。 

（成果の公表） 

第22条 認定団体は、補助金の活用内容について、ホームページ等で広く公表

するものとする。 

（その他） 

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月19日告示第12号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


